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空家等とは・・・ （法より抜粋） 特定空家等とは・・・

北九州市空家等対策計画北九州市空家等対策計画
（ 概要版 ）

～  快適に暮らせる安全で安心な居住環境の実現を図る  ～

■趣旨 ■計画の位置づけ

■計画期間

■対象地区

■対象とする空き家の種類

本市では、人口減少や高齢化、核家族化等の進

行に伴い、今後も空き家数の増加が見込まれてお

り、特に適切な管理が行われないまま放置されて

いる空家等への早急な対策が求められています。

そこで、平成２６年３月に「北九州市空き家等対

策基本指針」を策定し、これまでも空家等対策に

取り組んできました。

また、平成２７年５月に「空家等対策の推進に

関する特別措置法（以下、「法」という。）」が

全面施行されました。

これらを踏まえ、本市においても法に基づく空

家等対策計画を策定し、本市の空家等対策を総合

的かつ計画的に推進します。

空家等対策計画は、法第６条の規定に基づき、空家等に

関する問題について本市が取り組むべき対策の方向性等に

ついて、基本的な考え方を示したものです。

北九州市基本構想・基本計画を上位計画とし、北九州市

都市計画マスタープラン（北九州市立地適正化計画）や北

九州市住生活基本計画等の関連計画と連携を取りながら、

空家等対策に取り組みます。

平成２８年度から平成３７年度までの１０年間と

します。

なお、社会情勢の変化や事業の進捗状況等により、

適宜見直しを行うものとします。

対象地区は北九州市全域とします。

空家等対策計画の対象とする空き家の種類は、法第２条第１項に規定された「空家等」とします。特に「特定空家等」に

対しては、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあることから、優先的に取り組むこととします。

建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態で

あるもの及びその敷地（立木その他の土地に定

着するものを含む。）をいう。ただし、国又は地

方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切で

ある状態

 

・北九州市空き家等対策基本指針

・北九州市都市計画マスタープラン

　（北九州市立地適正化計画）

・北九州市住生活基本計画

・北九州市まち・ひと・しごと創生総合戦略

・北九州市耐震改修促進計画

・北九州市安全・安心条例行動計画

・北九州市公共施設マネジメント実行計画

北九州市空家等対策計画
（計画期間１０年）

空家等対策の推進に関する特別措置法
（平成２７年５月全面施行）

空家等に関する施策を総合的かつ
計画的に実施するための基本的な指針

（平成２７年２月）

（法より抜粋）

１．計画の背景

資料６
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空家等所有者等の意識

老朽化した空き家

良好な空き家

空き家の跡地

庁内関係部局、
関係団体等との連携

・空家等に関する問題意識が低い所有者等が多い。

・所有者等への情報提供や指導などの対応が困難になることが多い。

・周辺への影響を抑制するため、所有者等による適切な管理が求められる。

・危険箇所の改修・除却を行い、周辺の安全を確保することが求められる。

・積極的に市場で流通されることで、利用されることが求められる。

・市場で流通することが難しい場合でも、適切な維持管理などが求められる。

・立地が良好な空き家の跡地は、新たな活用にむけた取り組みが求められる。

・地域住民の地域資源として利活用されることが求められる。

・空家等に関係する問題は多岐にわたるため、庁内関係部局や関係団体等と連携

しながら、総合的な空家等対策を行うことが求められる。 
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■空き家数と空き家率の推移
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居住世帯のある住宅 建築中の住宅など ※１

賃貸用等の空き家 ※２ 「その他の住宅」の空き家 ※３

空き家率

（戸） （％）

※一番上の数字は住宅総数

資料：住宅・土地統計調査

人口・世帯数 住宅数・空き家数

※１：建築中の住宅などは「建築中の住宅」及び「一時現住者のみの住宅」

※２：賃貸用等の空き家は別荘やセカンドハウスになっている「二次的住宅」及び「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」の合計

※３：「その他の住宅」は上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取りこわすことになっている住宅など

空き家の状態と分布

・人口は、昭和５４年１２月をピークに減少していま

す。一方で、世帯数は増加傾向にありますが、今後、減

少に転じることが予想されています。

・高齢化の進行に合わせて高齢者のいる世帯も年々増

加しています。

・平成２５年の住宅総数は４９６,６３０戸で、そのうち空き家

数は７１,１６０戸（１４.３％）となっています。

・空き家のうち、利用される可能性が低い「その他の住宅」が約

２.８万戸（３９％）となっており、今後、少子高齢化等が進行

するとさらに増加することが予想されます。

・平成２６年度に地域と協働で実施した老朽空き家実

態調査では、７,２９６戸の空き家を調査しました。

・うち「危険あり」と判定した約３,４００件は、古くか

ら市街地化している斜面地に多く分布しています。こ

れらの空き家については、接道状況が悪く、不動産流

通に乗りづらいことから、適正に管理されないまま放

置され、危険な空き家になることが予想されます。

・「危険なし」と判定した空き家についても、時間の経過

とともに老朽化が進行することで危険な状態になる

おそれがあります。

■高齢者のいる世帯数の推移■本市の人口・世帯数の推移

■老朽空き家分布図

凡例

危険あり

危険なし

斜面地

ＤＩＤ地区（Ｓ４０年）

※ＤＩＤ地区：人口集中地区
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資料：国勢調査 資料：国勢調査

２．空き家の現状と課題
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※立地状況に関しては、例示しているもののほか複数の要因から総合的に判断します。

立地が良い

道路幅員

接道状況

公共施設の有無

公共交通の利便性

土地の状況

【立地の要因】

立地が悪い

積極的活用 跡地活用改善・活用

予防的管理 除却・安全管理

老朽

立地が良い「良好な空き家」

は、積極的な活用を促進

立地が良い「放置された空き

家」は、空き家の適切な改善に

よる活用を促進

立地が悪い「良好な空き家」、「放置された空き家」は、空き家の老

朽化を予防するための適切な管理を促進

空き家の状況によってはニーズに応じた活用を促進

立地が良い「危険な空き家」

は、除却により安全性を確保

し、積極的な跡地活用を促進

立地が悪い「危険な空き家」

は、除却促進により安全性を

確保し、跡地の適切な管理に

よる住環境の保全を促進

老朽化した「危険な空き家」管理不全な「放置された空き家」「良好な空き家」

【管理不全・時間の経過】【管理不全・時間の経過】【管理不全・時間の経過】
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快適に暮らせる安全で安心な居住環境の実現を図る快適に暮らせる安全で安心な居住環境の実現を図る快適に暮らせる安全で安心な居住環境の実現を図る
本市では、市民の暮らしの安全・安心を第一に空家等の適切な管理や積極的な活用、除却等による危険な

空家等の削減に取り組みます。また、地域の実情と今後のまちづくりの方向性をふまえ、空家等の老朽度や

立地に応じ、具体的な空家等対策に取り組みます。

空家等の状況に応じた対策の基本方針に

基づき、『空家等の適切な管理の促進』、

『空家等及び跡地の活用の促進』、『特定

空家等に対する措置及びその他の対処』、

『住民等からの空家等に関する相談への対

応』の４つの施策に分類し、空家等対策に

取り組みます。

空家等の老朽度と立地状況から５つに分類を行い、空家等対策の基本方針を示します。

良好な空き家 放置された空き家 危険な空き家

地域資源入居 跡地活用 除却

施策①　空家等の適切な管理の促進

施策②　空家等及び跡地の活用の促進

施策③　特定空家等に対する措置及びその他の対処

施策④　住民等からの空家等に関する相談への対応

管理不全・時間の経過 管理不全・時間の経過

施策③ 特定空家等に対する措置
 及びその他の対処

住
民
等
か
ら
の
空
家
等
に

関
す
る
相
談
へ
の
対
応

施
策
④

施策②　空家等及び跡地の活用の促進

施策②

空家等及び跡地

の活用の促進

施策①　空家等の適切な管理の促進

３．空家等対策に関する基本的な方針
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空家等の
実態調査

平成２６年度に実施した老朽空き家実態調査の結果を元に、今後も地域や関係団体等との協働に

より、新たに発生する空き家や、老朽化が進行している空き家の情報を更新し、適切な対策を実

施することができるよう、情報把握体制の構築を推進。

空家等対策の具体的施策

施策①　空家等の適切な管理の促進

・固定資産税納税義務者への空家等対

策に関するチラシの送付

・福祉等の関係団体等へ空家等対策に

関する情報提供　など

・空家等管理事業者・団体との連携

・空家等管理事業者・団体の育成

　など

・条例の周知による意識啓発

・条例に基づく行政指導の実施

・法等に基づく助言等

施策②　空家等及び跡地の活用促進

・空き家バンク制度の推進

・移住推進の取組み（住むなら北九州 移住推進事業）

・住まい向上リフォーム促進事業の推進

　など

・空家等の相談・維持管理・活用方法・支援制度等を

まとめたリーフレットの作成

・関係団体等と連携した活用に関する相談体制の構築

と情報提供　　　　　　　　　　　　　　　　など

施策③　特定空家等に対する措置及びその他の対処

・地域等の情報提供等による老朽化した空家等の把握

・北九州市老朽空き家等除却促進事業の推進

・金融機関と連携した低金利融資に関する情報提供

・除却跡地の適切な管理に関する意識啓発・情報提供

　など

・法及び条例の普及による意識啓発

・法に基づく立ち入り調査の実施

・法及び条例に基づく行政指導等の実施

・法及び条例に基づく危険な空家等の公表

・法に基づく代執行の実施　　　　　　　　　　など

施策④　住民等からの空家等に関する相談への対応

・相談窓口における総合的な情報提供・

　相談体制の確保

・関係団体と連携した相談体制の構築　など

・地域等の情報提供等による老朽

化した空家等の把握（再掲）

・関係団体と連携した相談体制

の構築（再掲）

空家等に関する対策の実施体制 その他必要な事項
・区役所や関係部局による情報共有、相談窓口のワンストップ化など

の庁内における体制構築に合わせ、関係団体、事業者等と連携して

空家等の管理・活用を支援する仕組みを構築。

●条例に基づく空家等対策の充実

●他法令に基づく空家等対策

●国・県等の公的機関との連携

空家等所有者等への意識啓発 地域・団体等と連携した
管理の促進

空家等の適切な管理に関する
助言・指導等

空き家の流通促進 空家等・跡地の活用方法に関する情報提供

老朽化した空き家の除却促進 特別措置法・条例に基づく措置の実行

相談窓口のワンストップ化 地域との連携による情報収集 関係団体・事業者との連携

問合せ先
北九州市役所　建築都市局指導部空き家対策推進室

北九州市印刷物登録番号　第 1615011C 号

北九州市小倉北区城内１番１号 ＴＥＬ　：０９３－５８２－２９１８
ＦＡＸ　：０９３－５６１－７５２５
ＭＡＩＬ：toshi-akiyataisaku@city.kitakyushu.lg.jp

４．空家等対策の具体的な取組み


